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   スタッフのヒトリゴト    

ウェルフェア イズ ラヴ      

 丁度 1週間前の 8月 8日の夕方、当事業所所在地の香川県にも緊急地震速報が発令される地震が発生しましたね。

（実際には、香川県はそれ程強い揺れはなく、当事業所所在地の高松市は「震度 2」とのことでしたが、当事業所代

表は揺れ自体感じず、けたたましい緊急地震速報のアラームの方に驚きましたが。） 

 震源地は九州地方とのことで、「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が発令されました。香川県は大きな地

震が少ないため、私（我が家）も正直なところ、災害対策にはとても疎いのですが、さすがに、「真剣に非常持ち出

し袋等備えた方が良いかな…。」と頭をよぎりましたが…。 

 よく考えると、我が家の家族構成は、身体（主に下肢）障害者である私と、一般に『高齢者』と言われる年齢の母

親の 2人…。しかも住んでいる場所はアパートの 2階。いわゆる「教科書通り」非常持ち出し袋（1週間分の水等）

を準備したとして、「いざという時に、ソレを持って動ける（避難できる）のか？」という壁にブチ当たりました。

「何にも持たなくて良いから、とにかく避難する。」ことの方が優先されるのではないか？と思います。 

 そして我が家（当事業所）は幸い、沿岸部からは離れているので、津波の心配はそれ程考慮しなくて良いはず。で

あるならば、震源地や地震の規模にもよるけれど、自宅（事業所）内にとどまっていた方が返って安全なのではない

かとも思えます。 

 でも…。きっと「本当に大切なこと」は教科書通りの備えをすることではなくて、「自分にとってはどう準備・行

動するのが最適なのか。」を考え話し合うこと。今回の緊急地震速報と臨時情報が良い経験になりました。 

  

先日購入したこの書籍、読了しました。一般には理解し

がたい行動をしてしまう方々の心にも、「幸せになりたい」、

「自分を見てほしい」、「人の役に立ちたい」という思いが

あることに気付かされました。気になる方はこちらから。 

『歪んだ幸せを求める人たち―ケーキの切れない非行少

年たち 3―』 宮口幸治 | 新潮社 (shinchosha.co.jp) 

https://www.shinchosha.co.jp/book/611050/
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転載や拡散、配布大歓迎！！ 

来週号も乞うご期待      

 最近、当事業所代表は、オンライン研修を続けて受講したことをきっかけに、「知的障害者の一般高校入学」につ

いて考えさせられました。 

 恥ずかしながら、当事業所代表は、「知的障害のある方が一般高校に入学することが難しいのは、結果として入学

試験で規定の点数を得ることができない場合は、仕方ないのではないか。」と考えていました。（逆に言えば、「入学

試験で試験における合理的配慮は受けたとしても、自力で解答を導き出し、規定の点数を得ることができたのであれ

ば、どれ程障害が重度で、日々全面的な介助が必要であったとしても入学を受け入れるべき。」と考えています。） 

 でも…。当事業所代表の考え方は、2つの点で考え違いをしていたことに気付かされました。 

 

 ①公立高校であって、受験者が定員以下の場合に定員内不合格者を出すべきではないこと。 

  →公費で運営されているのだから、公費を無駄にしないためにも定員上限まで受け入れる必要があること。 

 ②適格者主義（＝能力に応じて）に基づいての選考であろうが、「知力」や「学力」は「能力」の一部に過ぎない。

→現状は、「学力」という一部の能力によって憲法で定められた「教育を受ける権利」（26条）を侵害している。 

 

 また、研修の中で高校生活を経験した知的障害のある方は、学力では大きな伸びはなくとも、コミュニケーション

力等の「能力」が大きく成長したことが触れられており、その点でも大きな気付きを得ることができました。 

 9月 21日（土）に、「令和 6年度 高松市障害者スポーツ大会」が、かがわ総合リハビリテーションセンタ

ー 体育館で開催されます。 

 ①身体障害者手帳を有する、②令和 6年 4月 1日時点で満 18歳以上の、③高松市民、であることが参加条

件ではありますが、関心のある方は参加されてはいかがでしょうか。当事業所代表も参加予定です。 

 申込・問い合わせは、8月 30日（金）までに、高松市身体障害者協会（電話：087・880・1643）まで。 

mailto:you-19830818@outlook.jp
https://lovesocialworker.com/

